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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天板と、当該天板を支持する天板脚と、天板下方の空間を仕切る幕板とを備えるデスク
であって、
　前記天板上方に配置されたフレームと、
　天板の幅方向に離間させた位置において前記幕板に当接又は近接して配置され、下端を
接地させたフレーム支持脚とを備えており、
　幅方向に対をなすフレーム支持脚同士で前記フレームの側枠を支持させるとともに、
　これらのフレーム支持脚を前記幕板及び前記天板脚の少なくとも一方に連結させるよう
に構成し、
　前記フレームの側枠より下方に向かって連結杆が延在されており、前記幕板又は前記天
板脚の上部に厚み範囲内で設けられた取付孔に、前記連結杆を挿入することで、前記フレ
ーム支持脚と当該連結杆とが協働してフレームの側枠を支持するように構成していること
を特徴とすることを特徴とするデスク。
【請求項２】
　少なくとも天板下に位置するフレーム支持脚を、前記幕板と前記天板脚との間で形成さ
れる入隅部に配していることを特徴とする請求項１記載のデスク。
【請求項３】
　天板と、当該天板を支持する天板脚と、天板下方の空間を仕切る幕板とを備えるデスク
であって、
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　前記天板上方に配置されたフレームと、
　天板の幅方向に離間させた位置において前記幕板に当接又は近接して配置され、下端を
接地させたフレーム支持脚とを備えており、
　幅方向に対をなすフレーム支持脚同士で前記フレームの側枠を支持させるとともに、
　これらのフレーム支持脚を前記幕板及び前記天板脚の少なくとも一方に連結させるよう
に構成し、
　前記天板脚の後部より、前記幕板と連結するための板状の幕板連結部を幅方向内側に向
けて張り出させて設けており、当該幕板連結部を前記フレーム支持脚と幕板間で挟み込ん
だ状態として、幕板連結部とフレーム支持脚の双方に設けられた取付孔を挿通する共通の
係止部材を利用して、幕板に対する幕板連結部及びフレーム支持脚の連結を同時になし得
るように構成していることを特徴とするデスク。
【請求項４】
　天板と、当該天板を支持する天板脚と、天板下方の空間を仕切る幕板とを備えるデスク
であって、
　前記天板上方に配置されたフレームと、
　天板の幅方向に離間させた位置において前記幕板に当接又は近接して配置され、下端を
接地させたフレーム支持脚とを備えており、
　幅方向に対をなすフレーム支持脚同士で前記フレームの側枠を支持させるとともに、
　これらのフレーム支持脚を前記幕板及び前記天板脚の少なくとも一方に連結させるよう
に構成し、
　前記フレーム支持脚の少なくとも一部に、前方向又は後方向に延在する板状の天板固定
部を設けており、当該天板固定部を天板下面に固定し得るように構成し、
　前記天板脚の少なくとも一部に、天板と連結するための板状の天板連結部を幅方向内側
に向けて張り出させて設けており、当該天板連結部と、前記フレーム支持脚の天板固定部
を重合させた状態として、天板連結部と天板固定部の双方に設けられた取付孔を挿通する
共通の係止部材を利用して、天板下面に対する前記天板連結部及び前記天板固定部の連結
を同時になし得るように構成していることを特徴とするデスク。
【請求項５】
　前記フレームを左右の側枠間において支持するフレーム中間脚を備えており、当該フレ
ーム中間脚の下端を接地させるように構成していることを特徴とする請求項１～４の何れ
か記載のデスク。
【請求項６】
　前記フレームに、幅方向に延材する溝が形成されており、当該溝を利用して、幅方向に
位置を変更可能にしつつ附帯品の取付をなし得るように構成していることを特徴とする請
求項１～５の何れかに記載のデスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天板の下方空間を仕切る幕板を備えた組立式のデスクに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、天板の下方空間を仕切るための幕板と、上方空間を仕切るためのデスクトッ
プパネルを備えたデスクとして、様々な形状及び構成のものが提案されている。また、こ
うしたデスクの中には、複数の天板を幅方向や奥行き方向に増連可能とすることで、多様
な作業環境に適した形状に変更して、種々様々なオフィス空間を形成できるようにしたも
のもある。
【０００３】
　このような組立式デスクにおいてデスクトップパネルを取り付ける構造についても様々
なものが提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１４８４９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したような、従来のデスクトップパネルは、天板上の空間を奥行き方向に仕切るこ
とを主な目的としているが、近年では、更なる天板上空間の有効活用を目的として、デス
クトップパネルを設けている位置に、棚板、パネル、モニタなど重量のある様々な附帯品
を取り付け可能な、剛性の高いフレームを設置したいとの要望がある。
【０００６】
　上記特許文献１に記載されたような従来のデスクトップパネルは、簡易に取付けを可能
とするため、天板脚や幕板上の限られた空間に支持部材を設けて側枠を起立させ、この側
枠を介して取り付ける取付構造を採るものが多いが、こうした取付構造と同様の構造とし
た場合には、附帯品の取付に足りる十分な強度を持たせることは困難である。
【０００７】
　すなわち、このフレームに重量の大きな附帯品を取り付けた場合、前後方向に生じるモ
ーメントからフレームを支持する側枠に傾きが生じたり、これらの取付部にガタを生じた
りする恐れがある。
【０００８】
　本発明は、このような課題を有効に解決することを目的としており、具体的には、重量
のある附帯品を取り付けた場合でも傾きやガタを生じることなく、安定して支持すること
が可能なフレームを机上に備えたデスクを提供することが目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、かかる目的を達成するために、次のような手段を講じたものである。
【００１０】
　すなわち、本発明のデスクは、天板と、当該天板を支持する天板脚と、天板下方の空間
を仕切る幕板とを備えるデスクであって、前記天板上方に配置されたフレームと、
【００１１】
　天板の幅方向に離間させた位置において前記幕板に当接又は近接して配置され、下端を
接地させたフレーム支持脚とを備えており、幅方向に対をなすフレーム支持脚同士で前記
フレームの側枠を支持させるとともに、これらのフレーム支持脚を前記幕板及び前記天板
脚の少なくとも一方に連結させるように構成している。
【００１２】
　このように構成すると、幅方向に離間させて配置したフレーム支持脚を介してフレーム
を接地状態として、重量物を附帯させた場合でもフレームに傾きを生じさせたり、取付部
にガタを生じさせたりすることなく、安定して支持することが可能となる。また、フレー
ム支持脚が、幕板を挟むように配置されるとともに、幕板および天板脚の少なくとも何れ
かに連結されることで、よりフレーム支持脚の位置を安定して保持し、より安定してフレ
ームを支持することが可能となる。
【００１３】
　さらに、フレーム支持脚の位置をより安定させて、上記の効果を一層高めることを可能
とするためには、少なくとも天板下に位置するフレーム支持脚を、前記幕板と前記天板脚
との間で形成される入隅部に配するように構成することが好適である。
【００１４】
　よりフレームを安定して支持させるようにするとともに、フレーム支持脚を具備しない
軽量のデスクトップパネルに変更して、簡易的に取り付けることをも可能とするために本
発明は、前記フレームの側枠より下方に向かって連結杆が延在されており、前記幕板又は
天板脚の上部に厚み範囲内で設けられた取付孔に、前記連結杆を挿入することで、前記フ



(4) JP 6124553 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

レーム支持脚と当該連結杆とが協働してフレームの側枠を支持するように構成することを
特徴とする。
【００１５】
　また、コストの増加を抑えるとともに、天板脚、幕板及びフレーム支持脚の連結に掛か
る作業効率の向上を図るために本発明は、前記天板脚の後部より、前記幕板と連結するた
めの板状の幕板連結部を幅方向内側に向けて張り出させて設けており、当該幕板連結部を
前記フレーム支持脚と幕板間で挟み込んだ状態として、幕板連結部とフレーム支持脚の双
方に設けられた取付孔を挿通する共通の係止部材を利用して、幕板に対する幕板連結部及
びフレーム支持脚の連結を同時になし得るように構成することを特徴とする。
【００１６】
　また、フレーム支持脚の固定をより強固に行うことを可能とするためには、前記フレー
ム支持脚の少なくとも一部に、前方向又は後方向に延在する板状の天板固定部を設けてお
り、当該天板固定部を天板下面に固定し得るように構成することが好適である。
【００１７】
　また、コストの増加を抑えるとともに、天板脚、天板及びフレーム支持脚の連結に掛か
る作業効率の向上を図るために本発明は、前記天板脚の少なくとも一部に、天板と連結す
るための板状の天板連結部を幅方向内側に向けて張り出させて設けており、当該天板連結
部と、前記フレーム支持脚の天板固定部とを重合させた状態として、天板連結部と天板固
定部の双方に設けられた取付孔を挿通する共通の係止部材を利用して、天板下面に対する
前記天板連結部及び前記天板固定部の連結を同時になし得るように構成することを特徴と
する。
【００１８】
　また、幅の大きなフレームを用いた場合でも、撓みを生じることなく安定して支持させ
ることを可能とするためには、前記フレームを左右の側枠間において支持するフレーム中
間脚を備えており、当該フレーム中間脚の下端を接地させるように構成することが好適で
ある。
【００１９】
　棚板、パネル、モニタなどの様々な附帯品をフレームに簡便に取り付けることを可能と
するためには、前記フレームに、幅方向に延材する溝が形成されており、当該溝を利用し
て、幅方向に位置を変更可能にしつつ附帯品の取付をなし得るように構成することが好適
である。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明した本発明によれば、重量のある附帯品を取り付けた場合でも傾きやガタを生
じることなく、安定して支持することが可能なフレームを机上に備えたデスクを提供する
ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第一実施形態におけるデスクを示す斜視図。
【図２】同デスクの正面図。
【図３】同デスクの平面図。
【図４】同デスクの側面図。
【図５】同デスクが備えるフレームユニットを示す斜視図。
【図６】同デスクの一部を取り去った状態における要部の斜視図
【図７】同デスクのフレーム支持脚の取付構造を示す要部の拡大斜視図。
【図８】図７の状態よりフレームを従来と同様のデスクトップパネルに変更した場合を示
す説明図。
【図９】本発明の第二実施形態におけるデスクを示す斜視図。
【図１０】同デスクの正面図。
【図１１】同デスクが備えるフレームユニットを示す斜視図。
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【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。
【００２３】
＜第一実施形態＞
　第一実施形態のデスクは、図１に示すように、一対の天板脚３，３の上に天板２を載せ
て支持させたものとなっている。また、図中で二点鎖線にて示したように、同一の天板２
を奥行き方向及び幅方向に連結することが可能となっている。
【００２４】
　ここで、本実施形態においては、天板の使用縁側に着座した位置を中心として、各方向
を定義し、着座者より見た前後方向を奥行き方向と称するとともに、左右方向を幅方向と
称する。以下、他の実施形態でも同様とする。
【００２５】
　天板２を幅方向すなわち左右方向に連結する場合において、これらの端部にあたる天板
脚３は、端部脚３Ａとしてパネル状に構成しており、側方より天板２の下方を遮蔽するよ
うにしている。また、幅方向に隣接する天板２，２同士の間には共通する天板脚３として
、逆Ｌ字状に形成された中間脚３Ｂを設けており、その下方において隣接する天板２，２
，の間を幅方向に連続させるフリー空間として利用できるようになっている。
【００２６】
　また、奥行き方向に対しても、天板２，２を対面して設けることが可能となっている。
そして、対面する天板２，２の間には、天板２の下方の空間を仕切るための幕板４と、上
方の空間を仕切るように配されたフレーム５が設けられている。奥行き方向に対向させた
天板２，２は、それぞれ異なる天板脚３～３によって支持されている。
【００２７】
　上記のように、本実施形態のデスク１は、天板２を幅方向に連結させることが可能とな
っているが、天板２を単一で用いるように構成することも可能である。本発明は、複数の
天板２を増連結させる構成に依存するものではないため、専ら図中の実線で示した天板２
の位置を基準として、以下に説明を行っていく。
【００２８】
　本実施形態のデスク１では、幕板４は天板２と略同一の幅寸法で形成されており、奥行
き方向に離間して配置された天板脚３，３の間で挟まれるようにして配されている。また
、幕板４の上部で、対面する天板２，２の間は配線スペースとされており、その配線スペ
ースの上部にはこれを閉止するための配線カバー１２が設けられている。
【００２９】
　さらに、フレーム５は、幕板４および配線カバー１２の上方に配されており、これを取
り付けるための部材とともにフレームユニットＦＵ１を構成している。フレーム５は、後
述するように、棚板、パネル、モニタ等の附帯品９を取り付けることが可能に構成してい
る。
【００３０】
　図２は、このデスク１を正面から見た図である。幅方向に連続する図中右側に位置する
天板２は省略して記載している。
【００３１】
　上述した幕板４は、上下に隣接して配置した上幕板４Ａと下幕板４Ｂとに分割した構成
となっている。このうち、上幕板４Ａは左右の天板脚３，３同士を接続する強度メンバと
して機能するように構成している。上幕板４Ａは、樋状に構成された配線ダクト１１を前
面に備えており、その内部に配線を保持することが可能となっている。また、この配線ダ
クト１１は、図３に示すように後面側にも設けられており、対向する天板２，２のいずれ
の側にも存在する。
【００３２】
　図３はデスク１を上面から見たものであり、後側の対向位置における天板２を取り外し



(6) JP 6124553 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

た状態を示している。端部脚３Ａ、中間脚３Ｂのいずれも、その上面が天板２を載置する
ための天板受３１として構成されている。このうち、端部脚３Ａ側の天板受３１には幅方
向内側に向けて張り出した天板連結部３１ａが、前後方向の２箇所に離間して設けられて
いる。天板２の下面にはこの天板連結部３１ａに対応するネジ孔が設けられており、図示
しないネジを挿入することで、天板２と端部脚３Ａとの連結を行うことができるようにな
っている。中間脚３Ｂにおける天板受３１には、上方に突出するフック状係合部（図示せ
ず）が設けられており、これを用いて天板２の下面との係合がなされるようになっている
。
【００３３】
　以下、本実施形態のデスク１の主たる特徴部分といえるフレームユニットＦＵ１につい
て説明を行う。
【００３４】
　図５は、フレームユニットＦＵ１のみをデスク１より分離して示したものである。フレ
ーム５は、第１フレーム５Ａと第２フレーム５Ｂより構成されており、上下方向に離間し
た状態で、左右に設けられた側枠６によってともに支持されるようにしている。第１及び
第２フレーム５Ａ，５Ｂは、それぞれ幅方向に延びる複数本の溝５１～５１が表面に形成
されている。こうした溝５１を利用して棚板やモニタなどの様々な附帯品９を取り付ける
ことができるようになっている。また、電気配線が必要な場合にはケーブルを溝５１の内
部に通すことで、ケーブルの整理を行うことが可能となっている。もちろん、従来と同様
のデスクトップパネルに類似する仕切りのためのパネルを設けることも可能である。
【００３５】
　側枠６は、上下に延在され上記第１及び第２フレーム５Ａ，５Ｂと連結される枠支柱６
２と、この枠支柱６２の外周を覆うカバー部材６１とを備えている。各々の側枠６は前後
方向に離間して配置された一対のフレーム支持脚７，７によって下方より支持されており
、これらのフレーム支持脚７，７が下端で接地することで、側枠６およびフレーム５を接
地状態とすることができるようになっている。そのため、天板２、天板脚３、幕板４等に
依存しなくても、しっかりとフレーム５を支持できるようになっている。
【００３６】
　フレーム支持脚７，７は、同一の側枠６を支持するもの同士が対をなして、図４に示す
ように幕板４を前後方向に挟持するような位置関係に設定されている。こうすることで幕
板４を利用して、よりしっかりと位置決めを行うとともに、撓みを防止してフレーム５の
支持剛性を高めることが可能となっている。位置決めの安定性からすると、フレーム支持
脚７，７は、幕板４に対して直接又は間接を問わず当接することが好ましいが、近接させ
るのみであっても所定以上傾いた際に当接するようにすれば同様の効果を得られる。
【００３７】
　また、このようなフレーム支持脚７～７が幅方向に対をなすことで左右の側枠６を支持
するようになっている。すなわち、図２に示すように、幅方向に離間したフレーム支持脚
７，７は、それぞれ、端部脚３Ａ又は３Ｂの内側の側面に当接又は近接する位置関係に設
定している。すなわち、それぞれのフレーム支持脚７は天板脚３と幕板４との間で形成さ
れる入隅部に配置されることになる。そのため、幅方向に対しても左右の天板脚３，３に
よって位置を規制されて、一層しっかりと位置決めを行うとともに、強度の向上を図るこ
とができるようになっている。
【００３８】
　図５に戻って、各フレーム支持脚７，７の前面及び後面には、上下方向に離間して取付
孔７２ａ，７２ａが設けられている。また、フレーム支持脚７，７の上部には前方向又は
後方向、具体的にはそれぞれ対応する天板２（図１参照）の使用縁側の方向に向かって延
在する板状の天板固定部７１，７１が設けられている。さらに、幕板４（図１参照）を挟
んで対をなすフレーム支持脚７，７間の上部近傍には、板状の幕板固定部７３が設けられ
ている。また、これら対をなすフレーム支持脚７，７の中間で幅方向外側の位置において
、側枠６より下方に向けて延在する角棒状の連結杆７４が設けられている。



(7) JP 6124553 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

【００３９】
　上記のような取付孔７２ａ、天板固定部７１、幕板固定部７３及び連結杆７４を利用し
て、フレーム５は、より強固に天板２、天板脚３及び幕板４と連結されるようになってい
る。
【００４０】
　これらの具体的な組立について、図６を用いて具体的に説明する。この図は天板２（図
１参照）の取付前の状態を示しており、側枠６におけるカバー部６１（図１参照）は取り
外された状態となっている。幕板４を構成する上幕板４Ａは、パネル状の上幕板本体４１
と、その幅方向端部の上面に設けられた、上幕板本体４１と同一の厚みの角柱状の連結ブ
ロック４２とから構成されている。
【００４１】
　このように、幕板４を挟んで対をなすフレーム支持脚７，７を、幕板４と天板脚３とで
構成される入隅部に配置することで、フレーム支持脚７，７の位置を安定させて保持する
ことが可能となっている。
【００４２】
　また、上記のような位置関係とする際に、連結杆７４を上幕板４Ａの連結ブロック４２
に上方より差し込むようにしている。より詳細には、図７に示すように、連結ブロック４
２には、上面４２ａにおいて前後方向の厚み範囲内に矩形状の取付孔４２ｂが形成されて
おり、この取付孔４２ｂに連結杆７４が差し込まれることで両者の位置決めがなされるよ
うにしている。さらに、この際、幕板固定部７３が上面４２ａに当接した状態となり、幕
板固定部７３に設けられた取付孔７３ａと、これを挿通させる係止部材たるネジ７３ｂを
用いて、幕板固定部７３を上面４２ａに固定することができるようになっている。
【００４３】
　さらには、連結杆７４は下端が上幕板本体４１の内部にまで挿通しており、ネジ等を用
いて固定することが可能となっており、さらに連結強度を高めることが可能となっている
。すなわち、フレーム支持脚７，７と支持ブロック７５と側枠６（枠支柱６２）とが一体
をなす剛体となっている。
【００４４】
　また、連結ブロック４２の上方は、カバー（図示せず）を取り付け、取付に用いたネジ
を隠蔽することができるようになっている。
【００４５】
　さらに、フレーム支持脚７，７は前面及び後面に設けられた取付孔７２ａ，７２ａを利
用して、幕板４及び天板脚３と強固に連結を行うことができる。具体的に説明すると、天
板脚３は、上幕板本体４１と当接する後端部に、上幕板本体４１に沿って内側に折り曲げ
て形成された矩形の板状の幕板連結部３２を備えている。幕板連結部３２には、上記フレ
ーム支持脚７の取付孔７２ａと対応する位置に取付孔３２ａが設けられている。また、こ
れらの取付孔３２ａ，７２ａと対応する位置に、上記上幕板本体４１にはネジ孔４１ａが
形成されている。そのため、フレーム支持脚７と天板脚３の幕板連結部３２とを重合させ
た状態として、共通の係止部材としてのネジ７２ｂを取付孔３２ａ，７２ａを挿通させて
ネジ孔４１ａに螺着することにより、幕板４に対して天板脚３を連結するとともに、これ
らに対してフレーム支持脚７を強固に固定することができるようになっている。
【００４６】
　図６に戻って、フレーム支持脚７，７より前方向又は後方向に延在する天板固定部７１
は、端部脚３Ａにおける幕板４近傍の天板連結部３１ａと重合する位置関係に設けられて
いる。図７に示すように、天板固定部７１に形成された取付孔７１ａと、天板連結部３１
ａに形成された取付孔３１ｂとは対応する位置に設けられており、これらを共通の係止部
材としてのネジ７１ｂを挿通させて、天板下面のネジ孔２１に螺着することにより、天板
脚３に対して天板２を連結するとともに、これらに対してフレーム支持脚７をさらに強固
に固定することができるようになっている。
【００４７】
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　このように強固に固定されるフレーム支持脚７，７に対して、板状に形成された支持ブ
ロック７５が上方からネジ７５ａによって固定されている。同時に上記の連結杆７４によ
っても、支持ブロック７５は支持されている。こうした支持ブロック７５に対して、側枠
６の枠支柱６２が起立した状態で載置され、下方よりネジ７５ｂ，７５ｂによって固定さ
れている。こうすることで、支持ブロック７５を介して、フレーム支持脚７，７と側枠６
とが上下に連結された構造となっている。
【００４８】
　上記のようにフレーム支持脚７および連結杆７４が協働して側枠６を強固に支持すると
ともに、この側枠６を介してフレーム５（図６参照）は強固に支持され、重量のある附帯
品９を取り付けた状態でも、フレーム５は安定した状態を保ち、傾きや各部のガタを生じ
ることがないようになっている。
【００４９】
　また、上記の取付構造は、簡易な軽量構造のフレームユニットＦＵ１Ｂに変更して取り
付ける場合にも利用することができる。すなわち、図８に示すように、フレーム５（図６
参照）に代わり薄型のデスクトップパネル１０５を枠支柱１６２によって支持させるとと
もに、この枠支柱１６２自身を連結杆１７４として、上記連結ブロック４２の取付孔４２
ｂに挿入させることで簡単に位置決めを行うことができる。さらには、枠支柱１６２に幕
板固定部７３を一体的に形成しておけば、ネジ７３ｂを用いて上面４２ａに固定すること
で、固定を行うこともできる。
【００５０】
　軽量な構造として、奥行き方向への空間の仕切りのみを目的とする場合には、フレーム
支持脚７（図７参照）を設ける必要がない。この際においても、天板脚３に設けた幕板連
結部３２及び天板連結部３１ａは、単独でそれぞれ幕板４および天板２への連結に利用す
ることができる。
【００５１】
　逆に言うと、このような幕板連結部３２及び天板連結部３１ａを用いた取付構造、さら
には、連結杆１７４を幕板４の上部に挿入する取付構造を備えたデスクであれば、上記の
ようなフレーム支持脚７を備えたフレームユニットＦＵ１（図７参照）に変更して、容易
に組み立てを行うことができ、フレーム５に附帯品９を取り付け可能な構成とすることが
できる。こうした場合には、既存のデスク構造を生かすことで形状の異なる新たな部材の
追加を抑えてコストアップを抑制しつつ、重量のある附帯品９を好適に取付可能とする新
たな構造に変更することが可能になる。
【００５２】
　以上のように、本実施形態におけるデスク１は、天板２と、天板２を支持する天板脚３
と、天板２下方の空間を仕切る幕板４とを備えるデスク１であって、天板２の上方に配置
されたフレーム５と、天板２の幅方向に離間させた位置において幕板４に当接して配置さ
れ、下端を接地させたフレーム支持脚７とを備えており、幅方向に対をなすフレーム支持
脚７，７同士でフレーム５の側枠６を支持させるとともに、これらのフレーム支持脚７，
７を幕板４及び天板脚３に連結させるように構成したものである。
【００５３】
　このように構成しているため、幅方向と前後方向にそれぞれ離間させて配置したフレー
ム支持脚７，７を介してフレーム５を接地状態とすることで、重量物を附帯させた場合で
もフレーム５に傾きを生じさせたり、取付部位にガタを生じさせたりすることなく、安定
して支持することが可能となっている。また、フレーム支持脚７が、幕板４を挟むように
配置されるとともに、幕板４および天板脚３と連結されることで、よりフレーム支持脚７
の位置を安定して保持し、より安定してフレーム５を支持することができるようになって
いる。
【００５４】
　さらには、フレーム支持脚７を幕板４と天板脚３との間で形成される入隅部に配してい
るため、フレーム支持脚７の位置をより安定させて、上記の効果を一層高めることが可能
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となっている。
【００５５】
　また、フレーム５の側枠６より下方に向かって連結杆７４が延在されており、幕板４の
上部に厚み範囲内で設けられた取付孔４２ｂに、連結杆７４を挿入することで、フレーム
支持脚７と連結杆７４とが協働してフレーム５の側枠６を支持するように構成しているた
め、フレーム５の左右の側枠を、各々３つの部材によってより強固に支持することができ
、一層フレーム５を安定して支持させることが可能となっている。また、幕板４上部の取
付孔４２ｂは、フレーム支持脚７を要しない軽量のデスクトップパネル１０５を連結杆１
７４のみで取り付けるために利用することができるため、様々なバリエーションに対応さ
せることも可能となっている。
【００５６】
　また、天板脚３の後部より、幕板４と連結するための板状の幕板連結部３２を幅方向内
側に向けて張り出させて設けており、幕板連結部３２をフレーム支持脚７と幕板４間で挟
み込んだ状態として、幕板連結部３２とフレーム支持脚７の双方に設けられた取付孔３２
ａ，７２ａを挿通する共通の係止部材としてのネジ７２ｂを利用して、幕板４に対する幕
板連結部３２及びフレーム支持脚７の連結を同時になし得るように構成しているため、部
材を増やすことなく、簡単に天板脚３、幕板４及びフレーム支持脚７の連結を同時に行う
ことができ、コストの増加を抑えるとともに組立効率の向上を図ることが可能となってい
る。
【００５７】
　また、フレーム支持脚７に、前方向又は後方向に延在する板状の天板固定部７１を設け
ており、天板固定部７１を天板２の下面に固定し得るように構成しているため、よりフレ
ーム支持脚７の固定をしっかりと行うことが可能となっている。
【００５８】
　また、天板脚３の一部を構成する端部脚３Ａに、天板２と連結するための板状の天板連
結部３１ａを幅方向内側に向けて張り出させて設けており、天板連結部３１ａと、フレー
ム支持脚７の天板固定部７１とを重合させた状態として、天板連結部３１ａと天板固定部
７１の双方に設けられた取付孔３１ｂ，７１ａを挿通する共通の係止部材としてのネジ７
１ｂを利用して、天板２の下面に対する天板連結部３１ａ及び天板固定部７１の連結を同
時になし得るように構成しているため、部材を増やすことなく、簡単に天板脚３、天板２
及びフレーム支持脚７の連結を同時に行うことができ、コストの増加を抑えるとともに組
立効率の向上を図ることも可能となっている。
【００５９】
　さらには、フレーム５に、幅方向に延材する溝５１が形成されており、溝５１を利用し
て、幅方向に位置を変更可能にしつつ附帯品９の取付をなし得るように構成しているため
、棚板、パネル、モニタなど様々な附帯品９を簡単に取り付けることが可能となり、より
デスク廻りの使い勝手を増して、作業環境を向上させることが可能となっている。
【００６０】
＜第二実施形態＞
　図９に示すように、第二実施形態のデスク２０１も、第一実施形態と同様のフレームユ
ニットＦＵ２を備えている。第一実施形態との相違点は、主としてフレーム中間脚２０８
を備えている点であり、ほとんどの構成は第一実施形態と共通する。そのため、第一実施
形態と同一の箇所には同じ符号を用いて説明を省略する。
【００６１】
　フレーム２０５は、第１実施形態と同様、上下の第１フレーム２０５Ａと第２フレーム
２０５Ｂとに分割した構成としており、これらは左右の側枠６，６の幅方向の略中間にお
いて上記フレーム中間脚２０８によって支持されるようになっている。第１及び第２フレ
ーム２０５Ａ，２０５Ｂの幅方向端部は、第一実施形態と同様、側枠６，６によって支持
する構成となっている。また、第１及び第２フレーム２０５Ａ，２０５Ｂにそれぞれ幅方
向に延在する溝２５１～２５１を形成しており、これらを用いて附帯品９を取り付け可能
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としている点も第一実施形態と同様である。
【００６２】
　フレーム中間脚２０８は、図１０及び図１１に示すように、下方の略半分は、幕板４を
挟んで対向させつつ離間して配置した一対の下側脚２８１，２８１として構成している。
【００６３】
　下側脚２８１，２８１の下端は、プレートによって接続されて接地することができるよ
うにしているが、離間させたまま各々が接地するようにしても差し支えない。下側脚２８
１，２８１の上端は、中間ブロック２８３によって連結されており、この中間ブロック２
８３より上方に向かって、上側脚２８２が起立するように連結されている。第１及び第２
フレーム２０５Ａ，２０５Ｂには、上側脚２８２に対応する挿入孔が形成されており、上
側脚２８２を挿入した後、図示しないネジを用いて、各々固定することができるようにな
っている。このように上側脚２８２を第１及び第２フレーム２０５Ａ，２０５Ｂに挿入す
る構成に代えて、上側脚２８２を長手方向に分割し、中間ブロック２８３と下側に位置す
る第２フレーム２０５Ｂとの間、及び、下側の第２フレーム２０５Ｂと上側の第１フレー
ム２０５Ａとの間に配置して、各々固定するような構成しても差し支えない。
【００６４】
　また、上記中間ブロック２８３を周囲より覆う位置に中間連結部２８４を設けている。
中間連結部２８４は、デスク２０１の幅方向に沿って長手方向が向くように配置され、上
部と側部が開放された樋状の形状とされている。さらに、この中間連結部２８４の上部に
は、上部脚２８２を挟んで対向する位置に、上部脚２８２側に折り曲げられて平面部２８
４ａ，２８４ａが形成されている。平面部２８４ａ，２８４ａは、前後方向に対向する天
板２，２の下面にそれぞれ当接して固定される。中間連結部２８４と中間ブロック２８３
とは連結を行っておらず、フレーム２０５に対して天板２や幕板４等の振動が伝達しない
ように構成している。
【００６５】
　このように設けられた中間脚２０８によって、フレーム２０５は、幅方向中途の位置に
おいても支持されることで、撓みや傾きを抑えてより安定を保つことが可能となっている
。そのため、フレーム２０５の幅を大きくする場合や、附帯品９の重量を増加させる場合
にも容易に対応して、傾きやガタを生じることなく安定してフレーム２０５を支持するこ
とが可能となっている。
【００６６】
　本実施形態におけるデスク２０１は以上のように構成されているため、上述の第一実施
形態におけるものと同一の効果を奏するようになっている。
【００６７】
　さらには、フレーム２０５を左右の側枠６，６間において支持するフレーム中間脚２０
８を備えており、フレーム中間脚２０８の下端を接地させるように構成したものである。
このように構成しているため、幅の広いフレーム２０５でも撓みを生じることなく接地状
態として安定して支持することが可能となっている。
【００６８】
　なお、各部の具体的な構成は、上述した実施形態のみに限定されるものではない。
【００６９】
　例えば、上述の実施形態では、天板２を奥行き方向及び幅方向に複数配置した状態とし
ていたが、本発明はこのような場合に限らず、単一の天板２のみを有するデスクであって
も適用することができる。
【００７０】
　また、上述の実施形態では、フレーム支持脚７，７を幕板４及び天板脚３の双方に連結
させることで強固に連結するように構成していたが、必ずしも双方に連結することは要せ
ず、附帯品９の重量の程度によっては、取付の便宜を図るために、少なくとも一方のみに
連結するように構成すればよい。
【００７１】
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　また、上述の実施形態では、連結杆７４を挿入する取付孔４２ｂを幕板４の上部に設け
ていたが、これに代えて連結杆７４を挿入する取付孔を天板脚３の上部に設け、この取付
孔に連結杆７４を挿入させて一体化を図り、剛性を確保する構成とすることも可能である
。
【００７２】
　また、上述の実施形態では、奥行き方向に対面させて天板２，２を配置させる構成とし
ていたため各フレーム支持脚７～７は全て、幕板４と天板脚３との間の入隅部に位置する
ようにしていたが、本発明は奥行き方向に天板２を並べないものにも適用でき、その際に
は、幕板４を挟んで前方、すなわち天板２の下方に位置するフレーム支持脚７のみを入隅
部に配置することが適切である。同様に、フレーム支持脚７に設ける天板固定部７１も、
少なくとも天板２側に位置するフレーム支持脚７のみに設ければ良い。
【００７３】
　また、上述の第二実施形態において説明したフレーム中間脚２０８は、側枠６，６間の
幅方向中間位置のみならず、幅方向に離間した複数箇所に設ける構成とすることも可能で
あり、こうすることで、よりフレーム２０５の撓みを抑制することが可能になる。
【００７４】
　その他の構成も、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【符号の説明】
【００７５】
　１…デスク
　２…天板
　３…天板脚
　４…幕板
　５…フレーム
　６…側枠
　７…フレーム支持脚
　９…附帯品
　３１ａ…（天板脚の）天板連結部
　３１ｂ…（天板脚の）取付孔
　３２…（天板脚の）幕板連結部
　３２ａ…（天板脚の）取付孔
　４２ｂ…（幕板の）取付孔
　５１…溝
　７１…（フレーム支持脚の）天板固定部
　７１ａ…（フレーム支持脚の）取付孔
　７１ｂ…ネジ（係止部材）
　７２ａ…（フレーム支持脚の）取付孔
　７２ｂ…ネジ（係止部材）
　７４…連結杆
　２０５…フレーム
　２０８…フレーム中間脚
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